
急性呼吸器感染症（ARI）定点 川口市の運用
Acute Respiratory Infection
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資料２



・令和7年4月7日以降、急性呼吸器感染症を五類感染症に位置づけ、感染症法第14条に基づく定点サーベ
イランスを実施する。
～省略～
・今後は以下のとおり運用する
➢急性呼吸器感染症（ARI）定点は、週1回、年齢別・性別の患者数を報告
➢急性呼吸器感染症（ARI）病原体定点は、検体※を地方衛生研究所へ提出
※急性呼吸器感染症（ARI）病原体定点の営業日のうち週はじめから数えて第２営業日に収集された検体

急性呼吸器感染症サーベイランスについて
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報告区分について

内科（インフルエンザ/COVID-19）定点

小児科定点
（+インフルエンザ/COVID-19）

内科（急性呼吸器感染症）定点

小児科定点・急性呼吸器感染症定点

急性呼吸器感染症（ARI）定点/病原体定点の考え方



報酬について
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報酬の支払いについて
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・内科（インフルエンザ/COVID-19）定点 ：月額４，１００円（年額４９，２００円）
・小児科定点＋インフルエンザ/COVID-19 ：月額４，１００円（年額４９，２００円）

令和６年度まで

・内科（急性呼吸器感染症）定点 ：月額４，１００円（年額４９，２００円）
・小児科定点・急性呼吸器感染症定点：月額８，２００円（年額９８，４００円）

令和７年度

・お支払いの時期は、翌年度４月の予定です。



検体提供に係る報酬について（急性呼吸器感染症（ARI）病原体定点）
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・急性呼吸器感染症病原体定点では、検体提供の実績に応じて報酬をお支払し
ます。

※週３検体を超えて検体を提供いただいた場合でも、解析結果はお返しいたし
ます。

・お支払いの時期は、翌年度４月の予定です。

・支払い単価 ： １検体当たり５００円
・支払い上限 ： ３検体／週



急性呼吸器感染症（ARI）病原体サーベイランスについて
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急性呼吸器感染症（ARI）病原体サーベイランスについて
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〔開始時期〕

〔対 象〕

〔検 体〕

〔方 法〕

令和７年４月７日

急性呼吸器感染症の症例定義に当てはまる患者

鼻咽頭拭い液（推奨） 鼻腔拭い液 鼻汁 等

輸送用培地ごとに綿棒ごと浸漬

ARI症例定義：咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか１つ以上の症状を呈し、
発症から１０日以内の急性的な症状であり、かつ、医師が感染症疑う外来症例



急性呼吸器感染症（ARI）病原体サーベイランスについて
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〔頻 度〕

〔検体回収方法〕

〔検査票(新)〕

３検体程度／週 下限・上限なし

※診断や検体の種類にかかわらず、提供いただける検体数に制限は
ありませんが、報酬の対象となる検体数は３検体までです。

毎週１回 金曜日に感染症係の職員が対面で伺います。

※回収日が休日の場合は別途日程調整いたします。

新様式を利用してください。（次ページ参照）

※様式については（案）の段階です。変更となる場合があります。



検査票（新様式）
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川口市様式案
ARI定点用



報告日について
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